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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（過去に処分事例がない）

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

延滞金の徴収

地すべり等防止法第38条2項

地すべり等防止法第33条、34条1項、35条3項、36条1項に基づく負担金を納付しない者が
あるとき、その延滞金を徴収する。


